
～お父さん！お母さん！～お父さん！お母さん！ お子さんのケータイ・お子さんのケータイ・
ネットの利用は大丈夫ですか？～ネットの利用は大丈夫ですか？～

「ネット上のいじめ問題」に対する喫緊の提案について「ネット上のいじめ問題」に対する喫緊の提案について

子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議

平成１９年１２月２７日

「ネット上のいじめ問題」に対する「ネット上のいじめ問題」に対する
４つの呼びかけ４つの呼びかけ

急速に子どもたちの間に広がっている携帯電話のメールやインターネットを利用し
た「ネット上のいじめ」が最近問題となっております。当有識者会議においては、子
どもたちの携帯電話やインターネットの利用の実態の把握に努め、「ネット上のいじ
め」防止等に向けての有効な取組について、検討を行ってまいりました。
このたび、現段階において早急に取り組むべき点として、以下の４点を提案いたし

ます。

知っていますか？ ～子どもが利用できる携帯電話・ネットの中身を～～子どもが利用できる携帯電話・ネットの中身を～
教えましたか？ ～携帯電話・ネットの危険性を～～携帯電話・ネットの危険性を～

「利用の実態」に目を向けよう！「利用の実態」に目を向けよう！

約束しましたか？ ～携帯電話・ネットでしてはならないことを～～携帯電話・ネットでしてはならないことを～
親子で学びましたか？ ～「情報モラル」について～～「情報モラル」について～

「情報モラル」についてしっかり学ぼう！「情報モラル」についてしっかり学ぼう！

聞いてみましたか？

～お子さんが「ネット上のいじめ」で悩んでいないかを～～お子さんが「ネット上のいじめ」で悩んでいないかを～
学校と連携して実践していますか？

～携帯電話・ネットの間違った利用をチェックする活動を～～携帯電話・ネットの間違った利用をチェックする活動を～

「チェック体制」を強化しよう！「チェック体制」を強化しよう！

学校と相談していますか？

～携帯電話・ネットによるいじめにあったときにしなければいけないことを～～携帯電話・ネットによるいじめにあったときにしなければいけないことを～

「いじめられた子ども」を守り通そう！「いじめられた子ども」を守り通そう！
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お父さん！お母さん！ お子さんのケータイ・～

ネットの利用は大丈夫ですか？～

「ネット上のいじめ問題」に関する喫緊の提案について

平成１９年１２月２７日

子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議

昨年のいじめ問題の深刻化を受け、昨年１１月に発足した、池坊文部

科学副大臣主催の「子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議

（以下 「有識者会議」という 」では、これまで、、 。）

（１ 「いじめ問題などに対する喫緊の提案（４つの提案 」） ）

【 】平成１８年１２月

（２ 「いじめを早期に発見し、適切に対応できる体制づくり－ぬく）

もりのある学校・地域社会をめざして－（５つの提案及び有識者

（ ））」 【 】会議まとめ 第１次 平成１９年２月

（３ 「いじめ問題に対する徹底した対応に向けて－子どもたちがの）

びのび学べるぬくもりのある学校にしよう！－」

【平成１９年６月】

などの提案を行ってきました。

また、有識者会議においては、いじめの実態をより一層的確に把握す

るために 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査 以、「 （

下 「問題行動調査」という 」に関しても、、 。）

①いじめられた子どもの立場に立って、いじめの定義を見直すこと

②調査に当たって、アンケート調査や個別面談等の実施など、個々

の児童生徒の状況把握を十分行うように徹底すること

などの点について、取組を行ってきたところです。

しかし、こうした提言等を受けて、各学校・家庭において具体的・精

力的に取組を進めていただいている中でも、誠に痛ましいことではあり

ますが、いじめが関係すると思われる自殺などがいまだに起きているの

が実態であります。

特に、最近問題となっていることが、急速に子どもたちの間に広がっ

ております携帯電話のメールやインターネットを利用した 「ネット上、

のいじめ」に関するものです。本年９月に神戸市で起きた高校３年生の
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自殺についても、本人を中傷する「ネット上の書き込み」等がその背景

として指摘されている一方で、上記の問題行動調査においても、今回か

ら 「 パソコンや携帯電話等で誹謗・中傷されるなどの）ネット上のい、（

じめ」に関する調査項目を新たに追加した結果、全国で約５０００件の

認知件数の報告があったところです。

そこで、私達、有識者会議としては、こうした子どもたちを取り巻く

環境の変化に伴う「新しい形のいじめ問題」への効果的な対応策の検討

、 、 、 、が急務であるという判断から 本年９月に 有識者会議を再開し 特に

子どもたちの携帯電話やインターネットの利用の実態の把握にできる限

り努めるとともに 「ネット上のいじめ」の防止等に向けての有効な取、

組について、検討を行ってきたところです。

そして、このたび、現段階において直ちに取り組むべき喫緊の課題に

ついて、有識者会議として、特に、保護者の皆様方に対して次のような

提案をいたします。

「ネット上のいじめ問題」に対する４つの呼びかけ
～お父さん！お母さん！ お子さんのケータイ・

・ネットの利用は大丈夫ですか？～
１ 知っていますか？

～子どもが利用できる携帯電話・ネットの中身を～
教えましたか？

～携帯電話・ネットの危険性を～

２ 約束しましたか？
～携帯電話・ネットでしてはならないことを～

親子で学びましたか？
～「情報モラル」について～

３ 聞いてみましたか？
～お子さんが「ネット上のいじめ」で悩んでいないかを～

学校と連携して実践していますか？
～携帯電話・ネットの間違った利用をチェックする活動を～

４ 学校と相談していますか？
～携帯電話・ネットによるいじめにあったときにしなければ

いけないことを～
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有識者会議としては、今後も、引き続き「ネット上のいじめ問題」を

中心に検討を行っていくこととしておりますが、社会全体で子どもを守

り育てていくため、是非、関係者の方々の御理解と御協力をお願い申し

あげます。

１ 「利用の実態」に目を向けよう！

現代の子どもたちが、携帯電話のメールやインターネットを利用する機会は

急激に増加してきており、子どもたちの生活スタイルや人間関係づくりの面で

多大な影響を与えています。

このことから、ネット上で特定の子どもに対する誹謗・中傷が集中的に行わ

れるなどの「ネット上のいじめ」問題が深刻化してきているとともに、子ども

たちがインターネット上の違法・有害情報に起因するトラブルや、場合によっ

ては犯罪被害に、これまでの常識では想像もできないほど“簡単に”巻き込ま

れてしまっているケースも多数報告されています。

しかし、こうした現状にもかかわらず、携帯電話やインターネットに対する

保護者の認識は、情報収集や安全確保の観点から有用な道具であるという段階

に留まっており、その結果、子どもに対して安易に買い与え、さらに、その利

用の実態も十分に把握できていないのが実情ではないでしょうか。

「新しい形のいじめ」である「ネット上のいじめ問題」に適切に対応するた

めにも、まず、保護者として、子どもたちの携帯電話やインターネットの利用

の実態を十分に把握していく必要があります。

○保護者として子どもの携帯電話・インターネットの利用の実態に目を向け

るための「呼びかけ」の徹底

２ 「情報モラル」についてしっかり学ぼう！

「ネット上のいじめ」の特徴として、保護者や教職員による発見が難しいこ

とや、ネット上で不特定多数の者により、特定の子どもに対する誹謗・中傷が

集中的に行われることにより、その被害も短期間で極めて深刻なものとなって

しまうことなどが指摘されています。

特に、いわゆる「学校裏サイト（※ 」を用いて様々な書き込みや情報交換）

が行われ、これらを通じて子どもたちの個人情報や画像が流出したり、特定の

「 」 。子どもに関する悪質な書き込みによる ネット上のいじめ が多発しています

※「学校裏サイト」

学校の公式サイトとは別に、特定の学校に関する話題のみを扱う非
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公式の匿名掲示板で、当該学校の在校生や卒業生等関係者以外のアク

セスが困難なサイト

こうした携帯電話・インターネットの急速な普及に伴う、いわば“影の部分

”の拡大への対応として、学校・家庭・地域を含む社会全体で 「情報モラル、

教育」を推進し、子どもたちが今後のネット社会を自律的に「生きる力」を育

んでいく必要があります。

家庭においては、携帯電話やインターネットを利用する際のルールづくりな

どを通じて「情報モラル」について親子で一緒に学ぶとともに、子どもが使用

する携帯電話にはフィルタリングを設定していく必要があります。

学校においては、子どもがいじめの被害者にも加害者にもなりうることなど

を認識させ、言葉を通して的確に理解・表現したり、互いの立場や考えを尊重

し言葉で伝え合える基本的なコミュニケーション能力を育成することが必要で

す。さらに、ネットワーク上のルールやマナ－、危険回避、個人情報・プライ

バシー、人権侵害、著作権等に対する対応などの「情報モラル教育」を各教科

等を通じて実施したり、携帯電話の利用の留意点をまとめたリーフレットを活

用するなど、子どもたちがその発達段階に応じ情報モラルに関して学ぶ機会を

確実に提供しておくことが必要です。

また、このこととともに、学校において、子どもたちを教師が確実に指導す

ることができるように、指導の手引きの作成・配布や実践事例に関する情報提

供の取組を充実させるなど 「情報モラル」に関する指導の一層の普及を図る、

ことも重要です。

○「情報モラル教育」の取組のより一層の充実

３ 「チェック体制」を強化しよう！

特定の子どもに対する誹謗・中傷が集中的に行われ、その被害も短期間で極

めて深刻なものとなってしまうことが「ネット上のいじめ」の特徴であること

を踏まえると、従来型のいじめへの対応と同様に、早期に発見し、早期に対応

することが極めて重要です。

「どの学校でも、どの子にも起き得る」問題であることを十分認識し、日頃

からその実態の把握に努めていくことが必要不可欠ですが、周囲から発見しに

くいことが「ネット上のいじめ」の特徴でもあることから、早期発見・早期対

、 、応のためには プロバイダ等による自主的な取組の強化を求めていくとともに

学校・家庭・地域社会や関係機関などが十分連携してネット上の書き込みなど

のチェック体制を強化していく必要があります。例えば、石川県野々市町にお

ける「ＷＥＢチェッカ－ズ」の取組のように、ＰＴＡや地域の関係団体の協力



- 5 -

も得ながら、日頃から「ネット上のパトロール」を行うことなども考えられま

す。

なお、その際には、把握した子どもの個人情報については、その取扱いに十

分留意する必要があります。

○家庭・地域や関係機関と連携したネット上のチェック体制の強化

４ 「いじめられた子ども」を守り通そう！

万が一、インターネット上の掲示板などに特定の子どもに対する誹謗・中傷

が書き込まれていることを発見した場合には、その後短期間に被害が甚大にな

ってしまうことも想定されることから、場合によっては警察などとも連携を図

り、プロバイダ等への書き込みの削除要請などの面で迅速な対応が求められま

す。

そして、特に、こうしたケースでは、被害にあった子どもが書き込みがあっ

、 、たことについて気づいていない場合も考えられ そうした点にも十分留意して

学校と家庭が十分連携しつつ、学校の内外において子どもに対する支援体制を

整備・充実させるなど、被害にあった子どもを大人が最後までしっかりと守り

通す必要があります。

○「ネット上のいじめ」の被害にあった子どもを守るための体制の整備
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